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特集 1  住生活の充実と環境対策を目指す「ロ・ハウス構想」！ 

今後、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して推進！ 
 
 「ロハス」という言葉を聞いたことがある人が多いと思います。 
 「ロハス」は米国で生まれた言葉で、健康と環境を考えながら

持続可能な社会生活を心がける生活スタイルのことです。 
この度、経済産業省､国土交通省､環境省の 3省は環境変化に答
えながら、快適で美しく、スマートな暮らしを目指したいわゆる

「ロハスなハウス（ロ・ハウス）」を推進していくことを目的に

して、必要な施策についての検討会の報告をまとめました。今後

3省が連携して、住まい手や各関係者に「ロ・ハウス」について
働きかけを行うことを決めました。今回この「ロ・ハウス構想」についてみてみます。 
 
 
（１）「ロハスな住宅（ハウス）」という「ロハス」とは 
 
ロハスというのは、「ＬＯＨＡＳ」（Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅｓ ｏｆ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｓｕｓｔａｉｎ

ａｂｉｌｉｔｙ）の頭文字を略したもので、健康と環境を考慮しながら、持続可能な社会生活を心がける生活

スタイルのことをいいます。1990 年代の後半に米国中西部で生まれた新しいビジネス上の考え方です。地球
環境汚染や農薬汚染に危機感を持った人たちが、その解決手段として新たな生活方式やそのための農業ビジネ

スを生み出すことを行ったのがその発端といわれています｡ 
 
（２）「ロ・ハウス構想」推進の基本的な姿勢 
 
この「ロ・ハウス構想」は、昨年の住生活基本法の制定によりこれまでの量から質への住宅政策の転換を行

ったこともあって、住生活の充実と環境対策への社会的な要請にこたえて、これまで相反するものと考えられ

ていた住宅の快適性と環境への配慮を両立できるものと捉えながら、快適で環境にやさしい住生活を実現して

いこうとするものです。この構想と目指すところは、次のような言葉で表されるものです。 
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（３）「ロ・ハウス構想」推進の課題 
 
ロ・ハウス構想では、住生活においての住宅のあり方とそこ

での暮らし方に焦点が置かれています。つまり、家庭での日常

生活においてのエネルギーの利用のあり方を総合的に捉えて、

社会的な要請でもある省エネルギーを実現することを前提とし

て、なお且つ環境面への配慮が行き届いた快適な生活を求めて

いるわけです。省エネルギー性および地球環境への配慮を両立

させる住まいを「ロ・ハウス」と提案しています。 
 
今回の報告書の中では、「ロ・ハウス」の普及に際して四つの

大きな課題がありそれぞれについて解決方法として次のような

提言を行っています。この提言は、これから 3省が中心になっ
て、必要な仕組みの整備や推進の裏づけのための諸制度の整備

などを行いながら、消費者や関係事業者に実現のための働きかけを

行っていくことになります。 
 
① 「ロ・ハウス」のコンセプトやイメージの浸透を図る 
右グラフのように、省エネルギー対策など地球環境問題について

は、消費者の意識は高いものの、さてその実行については必ずしも

十分とはいえません。住まい手である消費者側にも、又同様に住宅

メーカーや工務店など供給者側にも、住宅の環境や省エネルギーへ

の対応などについての認識はあるものの、本質的なイメージやコン

セプトが共通されていないと考えられます｡今後それぞれに情報公

開を通じて、わかり易く、広く訴えていくことが必要となります。 
 
② 省エネルギー性能に関する情報提供と情報の共有 

報提供の手段とし

て

  のための基盤整備 
 住宅の性能について、特に省エネ

ルギー性能について、「見てわかり

易く」してゆくことが必要です。性

能をわかり易く格付けし、それをラ

ベリングなどの方法で見やすく表

示することで、情報伝達をわかり易

く、容易にして、性能の高い住宅へ

の選択を促すことが可能になって

きます。 
わかり易い情

、性能表示制度や環境エネルギー

性能を総合的に評価するＣＡＳＢ

ＥＥ（建築物総合環境性能評価シス

テム）がありますが、ＣＡＳＢＥＥ

については昨年７月から戸建て住宅にも対応できるようになっていますので、これらの手法の一層の活用を図

知っており基準
を満たしている
　　　14.2%

知っているが基準
を満たしていない
　　　28.5%

　　知らない
　　　28.5%

知っているが基
準を満たしてい
るかどうか知ら
ない
　　28.8%

住宅に関して省エネルギー基準があることを知っ
ているか。又自分の家は基準を満たしているか。

出典：（財）省エネルギーセンター「ロ・ハウスに関するアン
ケート集計結果」（ENEX2007の来場者に対する意識調）
査

　意識して実践
　している
　　　44.7％

　意識しているが
　実践していない
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　　　　3.2％

日常生活で地球環境問題を意識し
又実践していることがあるか

出典：（財）省エネルギーセンター「ロ・ハウスに関するア
ンケート結果」（ENEX2007の来場者に対する意識調査）

 
２



ることが必要であると考えられます。 
 
③ 新たな省エネルギー性能の評価方法の開発 

住宅の躯体の省エネルギー性能と、空調設備など住宅設備

の

価するような方法についても検討されています。 

 省エネルギー住宅の普及を促進するインセンティブ 
技術の開発および建設コストの上昇に見合う何

２ 『データにみる』住宅を取り巻く環境  

第 6回 住宅取得者の姿（6）――― 住宅取得の資金面のありかた 

１） 住宅取得に必要な資金と自己資金 

 住宅取得者の実像 
ている住宅市場動

向

に比べて平均年齢も若く、それに比例して年収も低くなってお

また、取得した住宅の総額（必要資金）と自己で準備した自己資金の割合を直近の 5年間で見てみますと、

現状エネルギー性能については、気密・断熱など

性能が別個に評価されている状態ですが、躯体と設備の性能は密接に関連していることもあり、一体となっ

て評価することのできる手法が必要になってきています。 
今回の検討会では、前記表のように、躯体と設備の両面から評

 
④

「ロ・ハウス」の普及のためには、性能の高い住宅に対して、

らかのインセンティブをつけることも必要です。インセンティブとして補助制度、融資制度、税制優遇制度な

ど総合的な支援策を強化することが必要になりますので、今後積極的にこれらの内容が検討される予定です。 
 
 
 
 

特集 

 住宅の取得にあたっては、住宅の価格と購入資金との関係が重要になってきます。必要な効率の良い設備を

備えた住宅となると、それなりの資金が必要になります。団塊世代では老後の生活資金を見据えたうえで、必

要な住み替え、建て替えあるいはリフォームが必要になってきます。一方団塊ジュニア世代では、一次取得の

住宅をどこに、どのようにつくるかが問題になってきます。住宅の取得のやり方で必要資金もその捻出方法も

違ってくるわけです。 
 
（

 
①

国土交通省が毎年調査し

調査の内容によると、平成 17年度の住宅取
得者の全国的平均像及び必要な資金などは右

表のようになっています。注文住宅の取得者

は、年齢も高く、自己資金比率も高い状態で、

ほぼ必要資金の半分近くを自己資金で準備して

含んだ分譲住宅の取得者は、注文住宅の取得者

り、自己資金比率も低いのが特徴的で、必要資金約 3,600 万円の 66.6％に当たる部分を借り入れ等で賄って
おり、約 2,400万円が借り入れという状態です。逆に住宅をリフォームした人は、平均年齢も高く、ほとんど
を自己資金で賄っているという状況です。リフォーム住宅の取得者は、比較的資金に余裕のある恵まれた層で、

自己資金で賄える範囲内の必要なリフォームを行っているともみられます。 
 
 ② 自己資金の推移 

いる状態です。一方比較的一次取得者の多いマンションなどを
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それぞれの住宅の取得者

の自己資金率および実数

の自己資金金額はほぼ横

ばいの状態で推移してい

ます。注文住宅では、約

1,400 万円近くの自己資
金を準備し、分譲住宅で

は、約 1,200 万円近くの
自己資金を準備している

という状態です。 
 
③ 借入金返済額 
  および返済負担率 
 いずれの住宅を取得す

る場合でも、銀行等から

必要資金を借り入れ、不

額を賄っている状態で

は、

法 
び借入金によって住宅の必要資金を

出しているわけですが、その内訳は右記表のとお

きは、借入金の中で住宅

金融 合が減少して、公庫提携の民間ローン

が

宅金融市場の時代の流れ

くしたいというこ

足

すが、年間の返済額

右記表のとおり日常の生

活にも支障をきたさない

ように総額を抑えている

状態で、注文住宅、分譲

住宅ともに金額的には

125 万円程度、返済率に
して 20％以下の状態です。
 
④ 住宅資金の手当ての方
 自己資金およ

 

捻

りです。この中で注目すべ

公庫の割

ならびに民間金融機関の利用

まさに行政改革の中での住

を反映しているといえます。又自己資金面では、割

合は高くないのですが贈与あるいは遺産相続等がそ

の中に入ってきています。 
金額的にみると贈与は、前述の取得額から計算して、

注文住宅で約 74 万円、分譲住宅で約 94 万円、中古
住宅で 30万円ほどあります。本誌 2月号掲載記事の
「団塊ジュニア層の住宅資金」の項目でみてきたよ

うに、住宅ローン返済の負担を軽

増加している点です。

とから、親からの援助を期待している人も多いわけです

やはり親からの援助を受けていることが伺えます。 
が、この調査でも、それほど多い金額ではないものの、

出典：国土交通省「平成 17年度住宅市場動向調査報告書」より 
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註：表中の[]内数字は自己資金の金額（単位万円） 
出典：国土交通省「平成 17年度住宅市場動向調査報告書」より弊社作成 
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